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地方独立行政法人さんむ医療センター 平成２５年度計画 

      

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 １ 地域の特性に配慮した医療の確立と提供 

  (1) 診療体制の充実と強化 

   医師の確保に努めて診療体制強化を図る。特に地域特性を考慮し、内科

医師の確保に継続して努める。 

    

＜常勤医師数＞ 

平成２５年３月末   ２８名（うち内科医６名） 

平成２６年３月末   ２８名（うち内科医６名） 

   ※別表参照 

   

(2) 医療機器等の計画的な整備及び更新 

  医療機器等の整備及び更新を積極的に実施し、必要に応じた新規購入を

継続して進める。 

   

  (3) 救急医療の充実 

地域医療機関と連携し、二次救急業務体制の充実に継続して努める。 

  

 ２ 医療水準の向上 

  (1) 医療職の人材確保 

   医療センターにおいて提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師、

看護師及び医療技術職員の確保に努めるとともに、教育研修体制の充実を

図る。また、医療職にとって魅力ある病院となるよう待遇改善策に取り組

み、職員の確保と定着化を図る。 

   ア 医師の人材確保 

(ｱ) 大学等関係機関への寄附講座を活用し、医師の確保に努める。 

(ｲ) 診療実績等を踏まえて医師の待遇改善を図る。 

    (ｳ) 研究費活用制度の活用及び制度の見直し等により、研修機会（研

修日の取得、学会出席等の補助）の充実を図る。 

(ｴ)地域医療の研修の場として積極的に大学等に働きかけを行い、臨床

研修医の招へいに努め、キャリヤアップのための認定専門医取得等

が可能となるよう研修環境を整える。 

イ 看護師及び医療技術職員の人材確保 

    教育実習等の受け入れや職場体験、関係教育機関等との連携を強化す

るなど、看護師及び医療技術職員の確保に努める。特に看護師確保対策
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については、平成２２年度に導入した貸付制度（奨学金）を推進する。

離職率は１０％未満を目指す。 

 

＜医療職の人材確保＞ 

区 分 
平成２５年３月末 

 

平成２５年度 

(目標) 

医師数      ２８人 ２８人 

看護師数 １３８人 １４４人 

 

(2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

   医師の専門医資格の取得も含めた教育研修体制の充実や専門性及び医療

技術の向上を図る。 

   ア 診療部門、職種及び職層等に応じて年度毎に研修計画を策定する。 

   イ 研修計画に基づき積極的に研修の支援を行い、専門的分野での資格

取得を促進する。特に看護師については、認定看護師の資格の取得を

促進する。 

   ウ 職務上必要な自主研修に参加する職員に支援を行う制度の整備を図

る。 

   エ 研究会や学会等において積極的に発表出来るよう支援する。 

 

＜認定看護師＞ 

区 分 
平成２５年３月末 

 

平成２５年度 

(目標) 

認定看護師 ２人 ５人 

 

(3) 地域医療連携の推進 

   ア 地域の中核的病院としての使命を果たすため、地域医療機関との連

携を密にし、紹介患者を積極的に受け入れるとともに、症状の安定し

た患者に対しては、地域の医療機関への紹介を進める。 

   ＜紹介患者＞ 

区 分 
平成２４年度 

(見込) 

平成２５年度 

(目標) 

紹介率  ３９．０％ ３８．８％ 

逆紹介率 ２０．７％ １８．６％ 

 

イ 在宅医療に対しては、地域の医療機関との連携・情報交換等による

在宅医療ネットワークの構築に努め、往診や訪問看護による在宅療養

者のサービス向上につなげる。 
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  (4) クリニカルパスの向上  

    より効果的な医療を提供することで患者負担を軽減し、治療期間の短

縮にも寄与できるよう、クリニカルパスのさらなる向上を図る。また、

地域医療連携パスの導入に向け継続して努める。 

 

３ 患者サービスの一層の向上 

  (1) 診療待ち時間の改善等 

   ア スムーズな患者の導線を検討する。 

   イ 検査機器の効率的な稼働を行う。 

   ウ その他職員のアイデアを活かすことにより待ち時間の短縮に努める。 

    

  (2) 院内環境及び患者・来院者等の快適性の向上 

    患者及び来院者等に、より快適な環境を提供するため、院内清掃を徹

底するとともに、院内巡回を定期的に実施して、病室、待合室、トイレ

及び浴室等の改修や補修を計画的に実施する。 

    さらに、患者のプライバシーに配慮した院内環境の整備に努める。 

    また、待ち時間を快適に過ごすために、医療や健康に関する資料など

を常備したライブラリーの設置を検討する。 

 

  (3) 患者・来院者の利便性向上 

    玄関や受付での案内業務の充実を図る。 

    

  (4) 職員の接遇向上 

   ア 接遇研修を継続して実施する。 

   イ 接遇マニュアルに従い接客する。また、その成果についてアンケー

トを実施し、ホームページで公開する。 

 

 ４ 安心で信頼できる良質な医療の提供 

  (1) 安全対策の徹底 

   ア 患者及び住民に信頼される良質な医療の提供に努め、院内感染防止

対策、医療事故防止対策をはじめとして、様々な医療安全に対する委

員会を設置して検証しつつ良質な医療を提供する。また、情報の共有

化を図り職員の意識向上に努める。 

   イ 医薬品の安全管理の徹底のため、手順書の確認や職員研修を実施し

て管理の徹底を図る。 

   ウ 薬剤師による入院患者の服薬の管理指導を積極的に実施し、様々な

入院患者の要望に応える分かりやすい内容で指導する。 

 



4 

  (2) 信頼される医療の実施 

   検査及び治療の選択について、患者の意思を尊重したインフォームドコ

ンセント（患者やその家族が、自ら受ける治療の内容に納得し、自分に合

った治療法を選択できるような十分な説明を受けた上での同意をいう。）

を徹底する。 

   また、セカンドオピニオンの導入について、院内調整を図り体制を整え

る。 

   

(3) 法令等の遵守 

   医療に関する法令を遵守するため、職員に周知できる環境を整える。 

   さらに、個人情報保護及び情報公開に関しては、法令等に基づき、診療

録（カルテ）等の取り扱いに留意するとともに、診療録管理体制を検討す

る。 

 

 ５ 市の医療施策推進における役割 

  (1) 市の保健・福祉行政との連携 

   ア 予防接種や乳幼児健診を積極的に行う。 

   イ 居宅介護事業の充実を図る。 

    ウ その他市の保健・福祉行政との一層の連携方策について、市ととも

に検討の継続を進める。 

 

(2) 災害時における医療協力と役割 

  平時から市との情報の共有化を図り、市が行う災害訓練等については、

積極的に参加して非常時に対応できるよう手順を検証し、医療救護活動の

向上を図る。 

   災害発生時においては、災害医療の拠点として市の要請に基づき医療活

動を行うとともに、市が指揮する災害対策に協力する。 

   

(3) 住民への保健医療情報の提供及び発信 

   各診療科の診療案内、病院の医療に関する取り組み情報などを病院ホ

ームページ及び広報紙等に掲載することや、医療に関する専門知識を活

用した住民対象の公開講座の開催をするなど、医療情報の発信及び普及

啓発を継続して行う。 

  

 (4) 住民との連携 

   地域住民の病院ボランティアへの積極的な開放に努めるとともに、医

療センターと地域住民が地域医療に関する問題意識を共有し、お互いに

支え合う関係を構築できるよう努める。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 地方独立行政法人としての運営管理体制の確立 

   医療センターの運営が的確に行えるよう、意思決定機関である理事会の

運営及び決定事項の院内周知のための管理職で組織する会議等の体制によ

り、法人の的確な運営に努める。 

理事会議事録は速やかに院内に周知するとともに、ホームページで公開

する。 

 

 ２ 効率的かつ効果的な業務運営 

  (1) 適切かつ弾力的な人員配置 

   患者動向を注視しつつ、適正な職員配置により医療を提供する。 

   必要に応じて常勤以外の雇用形態を取り入れることなどにより、多様な

専門職の活用を図り、効果的な医療の提供に努める。 

   さらに、経営情報を全職員が共有するなど、経営意識の向上に努め、事

務の効率的・効果的な執行に取り組む。 

  (2) 職員の職務能力の向上（人材育成とスキルアップ） 

   ア 医療職の職務能力の向上については、第２の２の（２）を参照 

   イ 事務職の職務能力の向上については、病院経営の分析能力や診療情

報の管理・分析の専門能力を有する職員を採用・育成することにより、

全員経営の経営感覚とコスト意識を高め、経営管理機能を強化すると

ともに病院経営の効率化を図る。 

(3）人事評価制度の構築 

平成２４年度から本格導入した人事評価制度について、運用の精度を

高めるため、研修の実施や評価項目の検証を行う。 

    なお、退職金制度のポイント制導入については、十分な検証を行い導

入を検討する。 

 

  (4) 職員の就労環境の整備 

   ア 日常業務の過度の負担を解消するため、柔軟な勤務体制を採用する

ことにより、時間外勤務の縮減及び休暇取得の促進等、職員にとって

働きやすく、また、働き甲斐のある就労環境を整備する。 

   イ 出産後の子育てに対する負担を軽減するため、各種休暇制度の取得

促進や院内保育所の利用の充実を図る。 

   ウ 職員の不安や悩みなどのほか、患者からの過度の苦情に対する相談

体制を整備する。 

   エ 再雇用制度の活用を図る。 

 

  (5) 業務改善に取り組む組織の醸成 
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    継続的な業務改善への取り組みや積極的な業務運営への参画を促すた

め、組織間や異なる職種の職員間のコミュニケーションの活性化、連携

の円滑化、職員の意欲の向上を図り、活気あふれた職場環境づくりに継

続して取り組む。 

 

  (6) 予算執行の弾力化等 

    中期計画の範囲内で予算を弾力的に執行できる会計制度を活用し、経

費の削減に取り組むため、長期契約、リース契約、その他多様な契約手

法に継続して取り組む。 

 

  (7) 収入の確保と費用の節減 

   ア 収支全般 

医業収支比率については類似黒字病院と同等を目標とし、かつ給与比

率は５０％台を目標として努力する。また、平成２４年度に導入したＤ

ＰＣに関しては、効率的な医療経営を行うためのツールとして活用する

ことにより医業収益の増収を図る。     

 

   イ 収入の確保 

（ｱ） 平成２４年度に開設した回復期リハビリテーション病棟の利用を

一層増進し、急性期病棟との連携を図りながら、病床利用率の向上

に努める。 

（ｲ） 高度医療機器の稼働率の向上を図る。 

（ｳ） 診療報酬の請求もれの防止に努め、院内での研修を通じきめ細か

く診療の行為にあたるよう継続して努める。施設基準の取得につい

ても積極的に推進し、診療単価の増加に努める。また、未収金の回

収システムとマニュアルの確認を通じ早期の回収に努める。 

 

   ウ 費用の節減 

（ｱ） 薬品、 診療材料等の他の医療機関との共同購入を検討するととも

に、後発薬品を積極的に使用する。また在庫の確認による適正な出

庫を図るとともに、在庫をより少ない状態にするため、業者委託へ

の検討を引き続き行う。  

 

（ｲ） 医療機器の整備及び更新に当たっては、施設整備の委員会等にお

いて、費用対効果を含めあらゆる角度から検証を行う。 

  

（ｳ） その他経費についても、購入時の入札制度等を的確に運用して予

算執行にあたり、経費の削減に努める。 
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＜収支全般＞ 

区  分 平成２４年度見込 平成２５年度目標数値 

医業収支比率    ８９．９％ ９２．１％ 

人件費比率 ６３．５％ ６３．２％ 

      ※医業収支比率（％）＝ 医業収益÷（医業費用 ＋ 一般管理費）×100 

     ※人件比率（％） ＝ 医業収益÷（医業給与費＋一般管理給与費）×100 

 

＜入院収益及び外来収益の確保＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜費用の節減＞ 

区   分 平成２４年度見込 平成２５年度目標数値 

後発医薬品の適用率 １８％ ２０％ 

      

第４ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 

公的な病院としての使命を果たしていくための経営基盤を充実させるため、

「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置」で定めた事項に即した年度計画を作成し、これに基づいて病院を運営する

ことにより健全経営を維持する。 

 

 

 １ 予算     別表１のとおり 

 ２ 収支計画   別表２のとおり 

 ３ 資金計画   別表３のとおり 

 

第５ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額  ５００百万円 

 ２ 想定される短期借入金の発生理由 

  

 (1) 運営費負担金や建設事業補助金の受入れ遅延等による資金不足への 

対応 

 

  (2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への 

区  分 平成２４年度見込 平成２５年度目標数値 

入院患者数 
６３，１５１人 

（１日当たり１７３人） 

 ６４，２４８人 

（１日当たり１７６人） 

外来患者数 
１３４，９０６人 

（１日当たり５５１人） 

１３４，８５４人 

（１日当たり５５３人） 
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対応 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

   なし 

 

第７ 剰余金の使途 

 決算において剰余を生じた場合は、病院施設の建替・整備又は医療機器の購

入等に充てる。 

 

第８ 料金に関する事項 

 １ 使用料及び手数料 

  (1) 病院を利用する者からは、使用料を徴収する。 

 

  (2) 料金の額は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）

及び入院時食事療養費に関する食事療養、入院時生活療養費に係る生活

療養の費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 99 号）

及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平

成 19 年厚生労働省告示第 395 号）の規定により算定した額（以下「告示

等による算定額」という。）並びに指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 20 号）及び厚生労働大臣が

定める一単位の単価（平成 12 年厚生省告示第 22 号）の規定により算定

した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)の規定

による損害賠償の対象となる診療については、その額に 10 分の 20 を乗

じて得た額とする。 

 

  (3)前項の規定にない使用料及び手数料の額は、次に定めるところによる。 

・千葉労働局、地方公務員災害補償基金千葉県支部その他の団体等と

の間における診療契約によるものについては、その契約の定める額

とする。 

・前号以外にあっては、理事長が別に定める額とする。 

 

 ２ 使用料及び手数料の減免 

理事長が特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は

一部を減免することができるものとする。 

 

第９ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 施設整備の推進 

   建物の利用を図るため、介護老人保健施設等の設置を継続して検討する。
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また、病児保育施設の設置については、平成２２年度より職員の子どもを

対象とした病後児保育を試行的に運用開始しており、今後、山武市と協力

のもと、地域の子育て支援策の一環として継続して検討する。 

   

   施設及び設備に関する計画（平成２５年度） 

別表４のとおり 

 

２ 地域医療再生交付金の活用 

以下の事業については、地域医療再生交付金の活用を検討する。 

・ 医師確保のための寄附講座 

・ 看護師養成施設の設置支援等の看護師確保事業 

・ 認定看護師養成支援事業 

・ 二次救急輪番病院としての機能強化 

 

 ３ 積立金の処分に関する計画 

   なし 



別表１ 別表２ 別表３

１　予算 ２　収支計画　（平成２５年度） ３　資金計画　（平成２５年度）

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 収入の部 4,442,534 資金収入 4,391,022

営業収益 4,255,988 営業収益 4,404,935 業務活動による収入 4,293,587

医業収益 3,920,214 医業収益 3,920,214 診療業務による収入 3,920,214

運営費負担金収益 307,039 運営費負担金収益 307,039 運営費負担金による収入 320,911

補助金等収益 28,735 補助金等収益 28,735 補助金等収入 30,358

資産見返補助金戻入 117,384 その他の業務活動による収入 22,054

営業外収益 37,599 資産見返物品受贈額戻入 31,563 利息の受取額 50

運営費負担金収益 13,872

補助金等収益 1,623 投資活動による収入 47,435

受取利息 50 営業外収益 37,599 運営費負担金による収入 0

その他営業外収益 22,054 運営費負担金収益 13,872 補助金等収入 47,435

補助金等収益 1,623 その他の投資活動による収入 0

資本収入 97,435 受取利息 50

長期借入金 50,000 その他営業外収益 22,054 財務活動による収入 50,000

運営費負担金 0 長期借入れによる収入 50,000

補助金等 47,435 臨時利益 0 その他の財務活動による収入 0

4,391,022 前年度からの繰越金 1,120,000

支出 支出の部 4,291,385 資金支出 4,105,600

営業費用 3,920,251 営業費用 4,254,796 業務活動による支出 3,943,649

医業費用 3,677,377 医業費用 3,993,628 給与費支出 2,439,963

給与費 2,247,553 給与費 2,281,466 材料費支出 758,485

材料費 758,485 材料費 763,485 その他の業務活動による支出 745,201

経費 657,864 経費 629,253

研究研修費 13,475 減価償却費 305,949 投資活動による支出 89,028

一般管理費 242,874 研究研修費 13,475 有形固定資産の取得による支出 50,668

その他の投資活動による支出 38,360

営業外費用 23,398 一般管理費 261,168

営業外費用 31,589

資本支出 161,951 財務活動による支出 72,923

建設改良費 50,668 臨時損失 5,000 長期借入金の返済による支出 72,923

償還金 72,923 0

長期貸付金 37,940 純利益 151,149 その他の財務活動による支出 0

その他資本的支出 420 目的積立金取崩額 0

4,105,600 151,149 次年度への繰越金 1,405,422

※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 ※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 ※計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

移行前地方債償還債務の償還による支出

　計 総利益

（平成２５年度）

区　　　分 区　　　分 区　　　分

　計



独法負担 25,000

独法負担 25,000

設立団体負担 25,000

50,000

50,000医療機器備品

計

金額

平成２５年度

（単位：千円）

施設及び設備に関する計画

別表４

品目



別 表

内      科 6 6

外      科 6 7

小  児  科 1 2

整 形 外 科 6 6

脳神経外科 2 2

耳鼻咽喉科 0 0

眼      科 2 0

産 婦 人 科 1 1

泌 尿 器 科 0 0

皮  膚  科 1 1

小 児 外 科 1 1

麻  酔  科 1 1

歯科口腔外科 1 1

計 28 28

診 療 科 別 常 勤 医 師 数

診療科
平成２５年
３月末

平成２６年
３月末（目標）


